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2020.11.21なんでもデジタル庁ですすめていいの？集会 

個人情報保護法制の一本化と自治体個人情報保護条例の国基準化 

[1]デジタル化のための円滑な個人情報流通をめざす個人情報保護法制一本化 

デジタル化や個人情報の利活用の支障になっているとして、個人情報保護法制を一本化して

個人情報の流通と利活用を｢円滑化｣する法案を、2021年の通常国会に提案しようとしている 

(1)個人情報保護規定の統合化 

 1)個人情報保護法＝基本理念＋民間＋ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ事務 

 2)行政機関個人情報保護法      一本化  個人情報保護委員会が 

 3)独立行政法人等個情報保護法      一元的に所管 

 4)各自治体の個人情報保護条例･･････････････共通ルール化 

(2)個人情報保護法制見直しの理由･･･利活用のため保護３法を｢緩い方｣に揃える 

 ＊2015改正個人情報保護法附則(2017年施行)＝３年毎の見直し規定 

 ＊｢個人情報保護制度の見直しに関する検討会中間整理｣（2020.8） 

・情報化の進展や個人情報の有用性の高まりを背景に、官民の枠を超えたデータ利活用が活

発化しており、現行法制の縦割りに起因する規制の不均衡や不整合がデータ利活用の支障に 

・国境を超えたデータ流通 ⇒ＧＤＰＲなど国際的制度調和の必要 

(3)今回の見直しの中心課題 

 1) 医療・学術分野における (保護３法の)規律の官民統一 

 ・民間か公的部門かにより規制が異なり連携医療や共同研究に支障 

 ・匿名加工情報 (民間)と非識別加工情報 (公的部門)が分かりにくく利活用に支障 

  ※匿名加工情報は個人情報として扱わない⇔非識別加工情報は個人情報(照合可能性有り) 

  ⇒公的部門でも原則として民間部門と同様の規律を適用 

 2) 円滑な利活用の支障になっている自治体条例の共通ルール化 

 行政デジタル化を含め社会全体のデジタル化を強力に進めていくことが政府方針 

  ⇒データ利活用の円滑化への取組を一層加速させる必要 

(4)国に先行して独自に制定されてきた個人情報保護条例⇒「2000個問題」として問題視 

  電算処理を対象とした条例＝1975国立市、1976世田谷区はじめ23区や全国で次々制定 

 個人情報保護条例＝1980春日市、1985川崎市(政令市初)、 1990神奈川県(都道府県初) 

・国 1988行政機関(電算処理)個人情報保護法 

   1999住基法改正→2002住基ネット開始→2003個人情報保護法 

   2013番号法成立＝特定個人情報保護委員会、2015番号利用拡大法＝個人情報保護法改正 

※｢検討に当たっては、地方公共団体において大量の個人情報を保有しており、当該個人の権利

利益の保護に向けて、これらの取扱いに関し、各地方公共団体が独自に条例によるルール化

を図ってきた経緯があることに鑑み、各地域における独自の保護・活用の要請に配慮すると

ともに、これまでの地方公共団体における個人情報保護行政実務の積み重ねや、情報公開制

度など他の事務への影響に十分に配意し、制度の安定性を確保する必要｣(｢中間整理｣42頁) 

⇒「地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」(事務局：個人情報保護委員会) 

  4回開催（(1)2019.12/2 (2)2020.1/29 (3)5/25 (4)7/3）） 



- 2 - 

 

 

2020年 

10月25日 

読売新聞 

朝刊一面 



- 3 - 

 

[2]自治体の個人情報保護条例の「共通ルール」化 

(1)自治体の条例制定状況（総務省資料2019.12.2） 

 ・個人情報保護法が成立した2013年に、都道府県100％ 市区町村73.6％が制定済 

 ・独自の規定として外部オンライン結合制限、センシティブ情報収集規制、死者情報等 

(2)「共通ルール化」の内容＝規定のほとんどすべてを「国・(民間)の規律の適用」に 

・審議会等の開示決定等の当否に関する個人情報保護委員会の関与は、引き続き検討 

・法律の施行期日は、地方公共団体の必要な準備に十分配慮 

・条例の独自保護措置＝特に必要な場合に限り最小限に規定し、個人情報保護委員会に届出 

(3) 産業界の見直し要求（個人情報保護制度の見直しに関する検討会 第7回2020.9.7） 

 日本経団連、新経済連盟からのヒアリングでの意見 

  ＤＸの実現にむけて、さらなるデータ利活用の促進が大きな鍵 

  条例の差異（「2000個問題」）で官－官・官－民の円滑な情報流通を阻害 

  データ流通基盤として統一的な法体系が必要不可欠。ゴールを切って一刻も早く検討を 

  オンライン制限はGIGAスクール､オンライン教育､医療､MaaS､スマートシティに逆行・阻害 

(4)争点としての「外部オンライン結合制限規定」 

 自治体の電算化を国民総背番号制につなげず、自治体の責任で人権を守るための住民との約束 

 国と同様の安全確保措置、目的外利用・提供制限で代替を求める 

[3]「共通ルール化」の何が問題か 

(1)住民情報を利活用の対象として見ている＝住民との信頼関係を損なう 

住民は特定のサービスや法令のために、その目的で使われる前提で個人情報を提供している 

「まずは、自らの情報を取得され利用される個人の目線から、制度の合理性等の検討がなされる

必要がある」(懇談会第3回資料2)と言いながら、利用する側(企業･研究者･他行政機関)目線に 

(2)「共通ルール化」の理由は、「デジタル化のために自治体毎の相違が支障に」だけ 

 ・｢保護水準を満たさない団体｣⇒水準をあげる支援でＯＫ(rf.セキュリティ対策のように) 

 ・｢国際的な制度調和｣⇒条例の委員会提出・チェックでＯＫ(rf.特定個人情報保護評価） 

 むしろ自治体の条例に学び、国の個人情報保護の規律の強化を（利活用の審議会への諮問等） 

(3)デジタル化政策による性急で強引な検討過程 

 「懇談会」開始したばかりの第4回に事務局が一方的な「論点整理」提出･･････自治体から怒り 

  全国知事会「議論が深まらないまま実務的論点として「検討会」へ報告されることに懸念。

懇談会の議論の結果として取りまとめたものではないということを確認」 

  全国市長会「これが地方全体の意見と受け止められないように」 

  全国町村会「一定の方向性が記載されているように受け取れる点はなかなか承服できない」 

  総務省「３団体の御意見を十分にお含みおきをいただいて御対応いただきたいと強く思う」 

(4)地方自治、住民自治を損なう 

 住民が自分の情報の扱われ方を自ら決めることが条例の意義 

 個人情報保護法第5条・11条は、自治体の区域の特性に応じた施策・保護措置を求めている 

 自治体の業務システムの標準化と一体で、データ連携の円滑化を目的に 
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【「個人情報保護制度の見直しに関する検討会」で示された案】 

 

 
第９回個人情報保護制度の見直しに関する検討会（2020年10月30日）総務省提出資料より 


